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１ はじめに  

ＪＲ中央線の武蔵小金井駅南口では段階的

なまちづくりを進めており、駅に隣接する街区

（以下、「第１地区」という。）は平成２３年度

末に完了し、新設された駅前交通広場や商業施

設等によって現在の賑わいを生み出している。

今回はその南側に位置する街区（以下、「第２

地区」という。）について、組合施行による市

街地再開発事業が計画されており、その街区で

の課題とそれに対する解決誘導等について、都

市計画の決定権者である行政側からのアプロ

ーチ等について述べる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 計画区域の現況 

第２地区に指定されている用途地域等（図

２参照）は、地区東側の私道の道路境界から

２０ｍまでとそれ以降で分かれており、２０

ｍまでは、商業地域で建蔽率８０％・容積率

５００％・防火地域となっており、２０ｍ以

降は、住居地域・建蔽率６０％・容積率２０

０％・第２種高度地区・準防火地域の指定と

なっていた。 

地 区 内の

土地・建物現

況等につい

て（図３及び

図４参照）は、

建物用途現

況では、地区

内建物の８

割強が住宅

としての利

用となっており、駐車場のような低未利用地も

点在している。また構造別では、地区内建物の

６割強が木造となっている。 

□さらに、第２地区内の住民は高齢化が進んで

きており、自然に建物更新が図られるような状

況ではなく、周辺が開発されるなか、当該街区

が取り残されているような状況となっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 用途地域図 

第２地区 

図３ 建物用途現況図 

用途 棟数（棟） 構成比（％） 延べ面積（㎡） 構成比（％）

独立住宅 40 53 3,562 39

集合住宅 24 32 4,056 44

店舗併用住宅 2 3 199 2

店舗併用事務所 3 4 917 10

事務所 2 3 107 1

事務所併用住宅 2 3 221 2

工場・倉庫等 3 4 53 1

合計 76 100 9,116 100

用途 棟数（棟） 構成比（％） 延べ面積（㎡） 構成比（％）

非木造 17 22 3,275 36

木造 59 78 5,840 64

合計 76 100 9,116 100

図４ 建物構造別現況図 

図１ 位置図 

第１地区 

第２地区 
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３ 課題及び問題点 

第２地区は、老朽化した低層の木造建物が多

く、また地区内の道路は全て狭隘な私道という

状況であり、特に防災性に課題があった。さら

に、都市計画マスタープラン等では、市の中心

的な拠点の位置付けがある地区内に位置して

いるにもかかわらず、住宅としての土地利用が

主であり、市の目指すまちづくりとしては適切

な土地利用がされている状況とは言えない状

況であった。 

このような課題を解決するために、市は南口

全体のまちづくりを進めるために平成１４年

に地区計画を策定し、市街地再開発事業による

まちづくりを誘導してきており、第１地区が完

了し一定の賑わいが創出されてきたところだ

が、それに続く開発として第２地区での市街地

再開発事業を計画するに当たって、先行して整

備した第１地区との連続性の確保や、市の目指

すまちづくりを実現するための土地利用の誘

導方法、さらに現在の市の財政状況は大変厳し

い状況であり、事業への参画等の支援等に対し

て市民の理解を得るのがなかなか難しい状況

であった等という問題が挙げられた。 

 

４ 課題解決の提案 

□このような問題点に対し、市は市街地再開発

事業の都市計画決定とあわせて、次の３つの都

市計画の決定及び変更を行うことで解決を図

る誘導を行った。 

 １つ目は平成１４年に決定していた地区計

画の変更である。今回の市街地再開発事業で整

備する通路や広場を地区施設として定め、それ

らによって武蔵小金井駅南口全体の回遊性を

確保することや、用途の制限等を定めることで

賑わいの連続性等を担保し、市が目指すまちづ

くりの将来像を共有しながら事業を誘導する

こととした。 

２つ目には、用途地域等の変更である。市

の用途地域等の指定方針及び指定基準に基づ

いて、従前の住居地域を商業地域に変更し、

合わせて容積率等も変更することで、今回の

市街地再開発事業を契機に適切な土地利用を

誘導することとした。 

３つ目は、都市開発諸制度の活用である。土

地の有効利用を促進するために、空地の確保に

よって土地の高度利用を促進する高度利用地

区を決定することで、適切な公共空地の確保と

ともに事業の成立性の確保にも繋がるように

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ まとめ 

これらの都市計画の決定及び変更によって、

第２地区が抱える課題等の解決を都市計画で

誘導することができたと考えている。具体的な

効果としては、地区計画によって市が目指す将

来像を共有しながらまちの更新を適切に誘導

できただけではなく、用途地域等の変更と高度

利用地区の活用により土地の有効利用が可能

となり、快適な歩道空間等を確保するとともに、

事業の成立性が促進されたため、事業を成立さ

せるために市が保留床を取得しなくても成立

する事業計画を検討させることができた。 

 

６ 今後の展開等について 

□第２地区の事業予定スケジュールは、平成

２６年に都市計画決定したことを受け、平成

２７年に組合設立が認可され、平成２８年に

権利変換計画の決定の後、平成３１年度の竣

工を目指している。 

 高齢化や人口減少等の昨今の社会情勢等か

ら鑑みて、それぞれの地区が抱える問題に対し、

まちづくりとして行政側ができるアプローチ

等を今後も研鑽していきたいと考えている。 

図５ 動線と地区施設図（概要） 

図６ 変更した都市計画の区域図（概要） 
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